
                                               

沖縄県地産地消推進県民会議幹事会設置要領 

 

（目的） 

第１条 沖縄県地産地消推進県民会議（以下「県民会議」という。）の円滑な運営 

・管理に資するため沖縄県地産地消推進県民会議幹事会（以下「幹事会」という） 

を設置する。 

 

（検討事項） 

第２条 幹事会は、次の事項及びこれらに関連する事項について検討する。 

  (1) 県民会議の運営・管理に関すること 

  (2) 地産地消推進運動に関すること 

 

（構成） 

第３条 幹事会は、会長１名、副会長３名及び会員で構成する。 

 ２ 会員の構成は、別表第１のとおりとする。 

 ３ 会長及び副会長は別表第２に掲げる者をもって充てる。 

 

（会議） 

第４条 幹事会は、会長が招集し、その議長となる。 

 ２ 副会長は、会長の指示により、その職務を代行する。 

 

（事務局） 

第５条 幹事会の事務局は、沖縄県農林水産部流通・加工推進課に置く。 

 

（その他） 

第６条 この要領に定めるもののほか、運営に関して必要な事項は、会長が会議に 

  諮って定める。  

 

   附 則 

 この設置要領は、平成１６年 ２月 ８日から施行する。 

 この設置要領は、平成１８年 ２月２０日から施行する。 

 この設置要領は、平成２４年 １月１０日から施行する。 

 この設置要領は、平成２６年 ４月 １日から施行する。 

 この設置要領は、平成３０年 ７月 ２日から施行する。 

 この設置要領は、平成３０年１１月１９日から施行する。 

 この設置要領は、令和５年１１月９日から施行する。 

 この設置要領は、令和６年９月２４日から施行する。 

この設置要領は、令和７年１月２４日から施行する。 
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